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          令和３年土佐清水市議会定例会１２月会議会議録 

第９日（令和３年１２月１４日 火曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 一般質問 

              ～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １２人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １２人 

   １番  谷 口 佳 保 君           ２番  弘 田   条 君 

   ３番  武 政 健 三 君           ４番  山 崎 誠 一 君 

   ５番  吉 村 政 朗 君           ６番  作 田 喜 秋 君 

   ７番  岡 本   詠 君           ８番  甲 藤   眞 君 

   ９番  細 川 博 史 君          １０番  前 田   晃 君 

  １１番  浅 尾 公 厚 君          １２番  永 野 裕 夫 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

欠席議員 

  な  し 

              ～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長          早川  聡 君    局 長 補 佐          中嶋 由美 君 

  議 事 係 主 幹  佐野  舞 君    主 幹  岡﨑 仁斗 君 

  主 事  羽代 悠哉 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 

市 長 泥谷 光信 君 副 市 長 磯脇 堂三 君 

会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 
戎井 大城 君 

税 務 課 長 兼 

固定資産評価員 
西原 貴樹 君 
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企 画 財 政 課 長 横山 英幸 君 
総 務 課 長 （ 併 ） 

選挙管理委員会事務局長 
窪内 研介 君 

危 機 管 理 課 長 倉松 克臣 君 消 防 長 味元 博文 君 

福 祉 事 務 所 長 井上 美樹 君 市 民 課 長 岡田 旭生 君 

観 光 商 工 課 長 二宮 眞弓 君 
国 立 公 園 ＊ 

ジオパーク推進課長 
酒井  満 君 

農林水産課長兼 

農業委員会事務局長 
和泉 政彦 君 教 育 長 岡﨑 哲也 君 

生 涯 学 習 課 長 田村 五鈴 君   

～～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時００分   開  議 

○議長（永野裕夫君） 皆さん、おはようございます。定刻でございます。 

 ただいまから令和３年土佐清水市議会定例会１２月会議、第９日目の会議を開きます。 

 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 皆さん、おはようございます。会派、市民のこえの前田晃です。 

 早速ですけれども、通告に従いまして、４点の質問をさせていただきたいと思います。 

 まず１つ目ですけれども、人権行政に関わる質問であります。 

 まず、フィールドワークについて、市長にお尋ねをしたいと思います。 

 ９月会議ではネット上の地名リスト、旧同和地区の公開ですけれども、この情報が悪用につ

ながるとすれば、市が行うフィールドワークも情報の公開となり悪用につながるのではないか

と尋ねましたところ、市長は、ネット公開とフィールドワークとは根本的に違うと、目的が差

別をなくそうとするものか、それとも差別を肯定・助長するものか、そこで判断すべきだと答

弁しまして、フィールドワークの情報公開と悪用には全く触れませんでした。  

 そこで再度、同じ内容でお尋ねをいたします。市が行うフィールドワークも情報の公開とな

って悪用につながるというふうには考えられないのでしょうか、簡潔にお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） フィールドワークにつきましては、部落地名一覧のネット公開のよう

に、情報を悪用し、差別を助長することなどを目的とするものではありません。 
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 フィールドワークは、現地学習を通じ、近年差別が見えなくなったと言われる中、依然とし

て存在する差別の実態に気づき、同和問題解決への実践へとつなげるため、部落差別について

正しく理解し、みんなで解決に向け取り組み、人権が尊重される社会づくりを目指すものであ

ります。 

 フィールドワークの参加者は、学習目的で現地を訪れますので、ここで知り得た情報が悪用

されるといったことは考えられません。 

 学習の中で、同和地区の歴史や実態に触れることになりますが、参加者が正しい認識に至る

まで丁寧にしっかりと伝え地域や情報としての学習ではなく正しく理解し解決に向けた実践や

行動ができるよう啓発の充実に努めておりますので、ここでの学習が悪用につながるとは考え

ておりません。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 市長のおっしゃることは私よく分かるんですけれども、簡潔に言っ

て、このフィールドワークは目的が正しいので情報の公開にならないという認識なのか、情報

の公開にはなるんだけれども悪用はされないんだと、さっきどうも悪用はされないというよう

な言い方されたんですけれども、どういう認識でそういうふうにおっしゃってるんですか、そ

の点ちょっとお尋ねしたい。 

 前回の答弁とほとんど変わらないんですよね。となると、また３月会議で聞かないといけな

くなりますので、ちょっと今のところもう一回確認をしてください。どういう認識ですか。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 先ほど答弁したとおりでありますが、このフィールドワークというの

は先ほども申しましたように、参加者が正しい認識に至るまで丁寧にやはり学習を深めていっ

ておりますので、この正しく理解し解決に向けた実践的な行動ができるよう啓発の充実に努め

ておるところでありますので、重ねて申し上げますがここでの学習は悪用につながるとは考え

ておりません。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） フィールドワークというのは地域をめぐる取組になるわけですから、

明らかにこれは情報の公開になりますよね。その情報というのは、市の目的とか意図とは関係

なく、誰もが自由に利用できますので、参加者はもちろんですけれども、参加者は大丈夫だと

いうふうにお話ありましたけれども、目的が正しければ悪用されないと考えるのは私は単なる
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思い込みではないかというふうに思います。 

 情報の公開という点では、市が行うこのフィールドワークもネット上の地名リストも何ら違

いはないと思いますので、その情報の悪用につながるという可能性は否定できないというふう

に思います。だとすれば、この情報が悪用されかねないフィールドワークは見直すべきだとい

うふうに思うんですけれども、市長の御所見をお伺いしたいと思います。  

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 先ほどから申し上げたとおりフィールドワークでは、参加者の一人一

人が実際に地域に入り、地域の地区の実態を知り、差別の現実を学び、差別の現存を体験する

ことになります。 

 ここで参加者は、今も残る差別の実態に触れ、その解決のために自分たちが何をしなければ

ならないのか気づくなどの効果が期待できると思います。 

 毎年、新入・転入教職員の地域学習の場としても位置づけされており、また行政職員や民間

事業所等の学習の場となっているところであります。 

 フィールドワークは、部落差別の解消に向けた学習機会の一つであり、差別意識が依然と存

在する状況の中では、今後とも継続して実施すべきと判断しておるところです。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） フィールドワークの参加者だけでなくて、その第三者にも公開する

ことになるんだということだと私は思うんですよ。参加者の皆さんは、その学習したことを生

かしていくということになろうかと思いますけれども、市長の言われることは私分からないで

もないんですが、その公開することが、当事者だけじゃなくて第三者への公開にもなってるん

だよというところをしっかり認識をしてもらいたいと思います。 

 目的がどうあろうと、そういう悪用につながる可能性があるなら、基本的には私は公開すべ

きでないというふうに思っています。とりわけ、行政機関においては、同和地区は既に存在し

ないと線引きをもうなくしてるわけですから、公益上の特別な理由がない限り、これもう思い

つきません、私。転入教職員とか、市の職員の研修にこれを使うというのはそれほど特別な理

由になるのかどうか、例えば大学の研究で部落史の研究で現地に入るとか、そんなことはちょ

っとこれはあり得るかなというふうに思いますけれども、公益上の特別な理由がない限り、行

政機関は公開につながる行為は、私は厳に慎むべきだというふうに思います。 

 この話題になりましたネット上の地名リストについて、この是非が問われている裁判で、東

京地裁は地名リストの掲載は出身者のプライバシーの侵害に当たるというふうにして、被告に、
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これ出版社のほうですね、サイトの削除と賠償金の支払いを命じる判決を９月議会の後に出し

ました。私、人権擁護から当然の判決だというふうに思います。 

 そこで市長にお尋ねをしたいんですけれども、旧同和地区の住民の方から、フィールドワー

クはやめてほしいという声があるわけですけれども、そのような中で、このフィールドワーク

を続けることは住民のプライバシーを侵害すること、これは人権侵害にはならないのでしょう

か。目的が正しければ許されるというような身勝手な理屈は私は通らないというふうに思いま

すけれども、市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） プライバシー侵害というのは、プライバシー、その情報を他人にみだ

りに公開されない権利、この権利をプライバシー権。これを侵害する行為のことでありまして、

フィールドワークを実施することで新たな差別が発生することをおそれ、住民の中からフィー

ルドワークをやめるべきとの声があるとの御指摘ではありますが、こういった声があることと

いうことが、今も残る差別の現実ではないでしょうか。 

 フィールドワークでは、こうした現実があることをしっかりと見据え、正しい知識を身につ

け、差別を許さない心を持ち、それを態度で示すことで差別を受けている人が安心して生活が

できる環境にもつながると考えます。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 誰だって自分の生活圏に知らない人がどかどか入ってきて調査をす

るとかいうようなことはこれは気になると思いますよ。そういう意識は差別が残ってるという

理由には私はならないと思うんですけれども、旧同和地区であろうがなかろうが、生活圏によ

その人が入ってきてどうこうというのは、これは私平穏な生活を保ちたいというのは当然の心

理、感情だというふうに思います。 

 もう随分前からこの地区内外の混住、もうその概念もおかしいんですけれども、混住と社会

的な交流が進んできまして、同和にこだわらない人が増えています。それから、フィールドワ

ークについての住民の考え方も今大きく変化して、見直しを求めるという声も上がっています。

地名リストと同じく、この市が行うフィールドワークも住民のプライバシーの侵害になりかね

ない、特に行政は政治権力ですから、個人対個人の侵害とは違うんですよ。人権の問題という

のは、政治権力と個人との関係のそこが基本になるわけですから、行政がその政治権力に当た

り、個人の、市民の人権を侵害する可能性があるというのを私十分認識をする必要があると思



－ 74 － 

います。人権侵害につながる可能性のあるこのフィールドワークについて、ぜひ見直しを検討

していただきたいというふうに思います。 

 じゃあ、次、２つ目行きます。 

 昨日、弘田議員も取り上げました、改定案の人権を尊重する社会づくり行動計画２０２１に

ついて市長にお尋ねします。 

 この行動計画ですけれども、本市の今後の人権教育や啓発の基本方針となるものですから、

その内容につきましてはしっかりと検証し、検討すべきだということをまず申し上げておきた

いと思います。 

 改定前の、９年前ですけれども、２０１２、９年前のこれ行動計画ですけれども、これと比

べてみますと改訂版というのは人権課題が７から１１に増えていまして、その説明や取組でペ

ージが倍増して非常に充実した中身になっています。これ、執行部の皆さんも読まれましたよ

ね。で、どんな感想を持たれましたか。私、この計画全体に目を通してみましたけれども、そ

の内容に、とりわけこの同和問題の内容に極めて強い違和感と疑問を持ちました。 

 それは何かと言いますと、まず１つは、数ある人権課題１１に増えてますけれども、この同

和問題についての逆行といいますか昔返りと偏重が非常に際立ってます。それから２つ目、そ

れと関わりますけれども、部落問題が解決に向けて今大きく前進している現実を全く見ていな

いです。全く見ていない。それから、３つ目、相変わらずこの人権問題を市民の差別意識の問

題にしてしまっています。 

 これらのことについては、３月会議でも指摘をさせていただいた。私、本市の人権行政の問

題点だと思っていますけれども、この２０２１の計画の同和問題では、これを一段と誤った方

向に進める内容になっているというふうに私思います。これでは人権についての正しい理解や

教育や啓発も望めませんし、部落問題の解決はもちろん、人権全般の解決にもつながることに

はならないだろうと私は思います。 

 その同和の逆行、偏重に関わる部分について言いますと、行動計画２０２１の同和問題の

７ページから９ページに３ページありますけれども、まるで同和の特別対策が行われていた

２０年から５０年前に逆戻りしたような印象を持ちました。この同和問題、７ページ、見出し

の部分ですけれども、行動計画２０１２にはなかった部落差別の問題という文言が同和問題の

横にくっつけられて、新たに付け加えられています。また、今後の取組と、具体的な取組の項

では、人権を尊重する教育の推進という一番大きな文言があったんですが、これを全く消して、

同和問題を正しく理解する教育の推進というふうに書き換えられています。市長そうですよね。

読まれてるでしょう、これ書き換えてるんですよ。 

 今回の改定では、この人権という文言を意図的に同和や部落差別に置き換えているというこ
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とが見て取れるんです。なぜ２０１２で使われていた人権という文言を同和や部落差別に書き

換えて、置き換えているのか。その理由、根拠を市長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 行動計画２０２１では、「第２章 様々な人権課題への取り組み」の

中で、課題別の表記を、前田議員が御指摘のとおり、前回「１.同和問題」から、新しく

「１.同和問題（部落差別の問題）」へと変更。 

 また、「取り組みの方向性について」の項目を、前回「人権を尊重する教育の推進」から、

新しくは、「同和問題を正しく理解する教育の推進」へと変更しております。 

 このことは、現在もなお部落差別が存在していることを認め、部落差別は許されないとの認

識をもって部落差別解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とする部落差別

解消推進法の制定の趣旨や、情報化の進展に伴い、誰でもがインターネットを通じ差別的な情

報に触れることが容易となり、インターネットを悪用した新たな人権課題が生じるなど、部落

差別の状況に変化が生じていること、また差別意識の存在や、市民意識調査の結果等の今の社

会情勢や土佐清水市の実態などを踏まえると、同和問題は今も深刻な社会問題であります。同

和問題・部落差別について正しく理解し、その解決に向け、教育及び啓発活動の充実などに取

り組むことは、今後も継続する必要があります。 

 そのため、行動計画では、人権課題の中の一つとして掲げておりますが、指摘の部分は人権

課題別の一つとして同和問題についての取組を記載するところでありますので、今回のように

改正したところであります。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 私、現状に則してないと思うんですけれども、これは認識の違いと

いうことで済まされてもちょっと困るんですけれども。 

 この文言の置き換え、人権を同和・部落差別と置き換えていることについては、これまで一

般対策として拡充されて積み上げてきた、学校でいえば学校現場ですよね、人権教育とか啓発

の取組、そういった歴史を特別対策時代の昔の同和教育や啓発へと大きく後退させるものなん

ですよ。 

 なぜこうなるかといえば、今市長の答弁ありましたけれども、この計画が部落問題が解決に

向けて大きく前進している現実を全く見ていない、現実はそうなのに見ようとしていない、だ

からだと思います。例えば直近の本市の市民意識調査、先ほど市長もまだ残っているというよ

うな言い方しましたけれども、そういう認識なんですよね。あれ私読みましたけれども、市民
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の人権意識の高まりとそれから同和にこだわらない市民が今圧倒的多数になってますよ。その

現状をしっかりと見ないといけないと思います、市民調査の。 

 それにもかかわらず、この２０２１読みますと、さっき市長も言いましたけれども、同和地

区や同和地区の人々に対する認識の低さや偏見などの差別意識が依然として残っている、根深

い差別意識が存在している調査結果だというふうな一方的で恣意的な評価をしてるんですよ。

この市民意識調査に示された前進面を客観的に評価することなく、極めて恣意的、主観的な現

状認識をもとにこの行動計画２０２１は策定をされているということになります。 

 私、議員になってエビデンスという言葉を初めて知りました、エビデンスですね。去年の秋

でしたか菅首相がＧｏＴｏがコロナを拡大させるエビデンスはないといって強行して、感染が

拡大しましてひんしゅくを買いましたけれども、そのエビデンスです。エビデンスというのは、

証拠とか根拠とかいう意味ですけれども、行政機関の政策というのは、主観的な願望や憶測で

はなくて、客観的・科学的に証明された根拠、エビデンスですよね、これに基づいて策定され

なければなりません。これ、ある研修会で講師が話をしてくれたことなんです。エビデンスに

基づいて行政の政策は策定されなければならないというふうに教えてくれました。 

 本市の人権施策も、この部落問題が解消しているという客観的な事実、根拠、エビデンスに

基づいて策定をされなければならないと思うわけですけれども、残念ながらこの行動計画はそ

うなってはいません。ですから、エビデンスに基づかず、恣意的に主観的にそんな現状認識の

もとに策定されたこの行動計画は、本市の責任ある人権政策としては極めて私は不適切だと思

います。とりわけ同和の部分は早急に全面的な見直しをすべきだというふうに思いますけれど

も、市長の御所見をお伺いしたいと思います。  

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 昨日の、弘田議員の質問でもじんけん課長が答弁したとおり、この行

動計画は、同和問題をはじめ様々な差別や人権侵害を解消し、全ての人が健やかで心豊かな生

活を送ることができる地域社会の実現を目指し、行政と市民が一体となって、家庭、地域社会、

学校、職場など様々な場において取り組むことを記載したものでありまして、市民一人一人が

人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得できるようにすることを基本としておるとこ

ろであります。 

 今後ともこの計画の基本理念に基づき人権施策を推進していきたいと考えております。 

 なお、この行動計画２０２１の策定に当たっては、人権を尊重する社会づくり協議会・人権

同和行政推進本部で先ほど申し上げましたとおり、法制定の背景や、部落差別に係る人権意識

の存在等現状の課題を踏まえ、提案し、それぞれ十分な審議をいただき決定したものでありま
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す。ですから、この計画は土佐清水市の実情に即した行動計画になっていると考えております

ので、全面的な見直しというのは考えておりません。 

 しかしながら、今後において人権に係る情勢の変化等があれば適時見直しを行うこととした

いと思っております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 昨日の弘田議員の質問の中で、じんけん課長がもうこの計画に基づ

いて様々な取組を答弁していました。例えば、ＬＧＢＴの取組とか多様性を認めていくという

方向で大いに結構だと思うんです。ただ私が言ってるのは、この同和問題に関わる部分は、現

状認識が非常に過去の現状認識になって、方針も計画も２０年から５０年前のものに逆戻りし

てますよということを言ってるんです。だから、そこをしっかりと精査をして検討してもらい

たい、特に委員会の中で話をして決めたものだということですけれども、しかし私はこの現状

認識誤っているというふうに思ってます。 

 私自身は、もう何回も言いますけれども、人権の取組自体を否定しているわけじゃありませ

ん。むしろ大いに進めるべきだと私は考えています。人権課題が７つから１１に増えたことに

ついても、人権問題が深刻化してるということではなくて、人権に対する認識が広がり深まっ

たということであって、これは歓迎すべきことだというふうに思ってます。ただ問題なのは、

先にも触れましたけれども、本市の人権行政があまりにも同和偏重になっている、計画が部落

問題解消の実態に基づいていない、そして人権問題を市民の意識の問題、心の問題にしてしま

っていることも問題だと思います。意識や心の問題にしてしまうと、人権からどんどん離れて

いってしまいます。意識や心の問題というのは、もちろん人権と重なる部分もあるんですけれ

ども、主に道徳や倫理やモラルの課題だと思うんですよね。 

 ですから、本市の人権行政というのは、前にも言いましたけれども、まず人権を正しく理解

すること、正しい人権認識というふうに市長言いましたけれども、私正しいとは思えないんで

すよ、市のは。現状認識が誤ってる。人権というのを正しく理解すること、すなわち憲法の定

める基本的人権の内容や仕組みをしっかりと理解をする、それが大前提にならなければならな

いと思います。その上で人権行政の在り方を本当に根本から転換すべきだと思います。行政の

仕事はまさに人権保障なのですから、人権についての正しい理解というのは執行部が最優先の

課題として取り組む必要があるというふうに思います。 

 ともあれ、この行動計画２０２１の取組期間はこれから１０年ぐらいでしょうかね。どう考

えても、どう見ても同和問題の部分は現状にそぐわない、通用しない計画となっています。エ

ビデンスと市民の声を反映させて、私は直ちに全面的な見直しに取りかかっていただくことを
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強く要請しまして、次の質問に移ります。 

 次は農業問題に関わってです。２つ目です。 

 まず９月会議に続いて、下ノ加江の長野地区の農地の水害について質問をいたします。 

 ９月会議では長野地区への越水の原因になっている固定堰を可動堰に変更することについて

尋ねましたけれども、多額の地元負担があって実現はなかなか難しいということが分かりまし

た。ではどうするか、このままですと長野地区で耕作をしている農家の皆さんは大雨のたびに

この水害に悩まされるということになります。 

 農家の方にお聞きしますと、洪水のときには堤防を越えて大量の土砂や木片が田畑に流れ込

んで、それを撤去し元に戻すことが大変だと、労力と費用がかかるということでした。共用の

用水路にたまった土砂というのは、下ノ加江自然を守る会が多目的の交付金を使って撤去して

くれるそうですが、個々の農地は個人で対応するしかありません。市の補助制度、農地機能回

復事業費補助金というのもあるんですけれども、上限１０万円で２分の１の自己負担が生じる

ということで、極力負担を抑えるために知り合いの業者に日当を出してお願いをしてるという

ことでした。 

 この長野地区の水害について土木事務所の河川管理課に尋ねましたら、堤防を高くすると、

越水のところを高くすると、ほかの地域への越水を招くおそれがあると、また川幅を広げて流

れをよくするとしても地権者の承諾が必要で難しいと、今せいぜいできることといえば河床の

しゅんせつくらいでしょうかということでした。 

 農林水産課長にお尋ねをします。これらの話を総合しますと、下ノ加江川が増水したときに

は、長野地区の越水を防ぐという有効な手だてがなくて、結果的に長野地区は下ノ加江地域の

遊水地の役割ですよね。そういうことを担うことになっているんではないかと話を聞きながら

私は思ったわけですけれども、この点について農林水産課長の御所見をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 ２級河川下ノ加江川の長野地区においては、近年では平成２８年９月の台風１６号と今年

８月の豪雨により越水しました。天災によっては、この様な機能を果たさざるを得ない状況に

あると思っております。 

 今回、長野地区への被害を紹介していただきましたが、下ノ加江地区でも立石や市野々、ま

た、その他の地区でも同様のことが発生しており、皆様には御苦労をおかけしていると認識し

ております。 
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 市としましては、このような農地や農業用施設への対応策として支援制度もありますし、災

害復旧事業も状況により行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ありがとうございます。 

 災害の規模によって遊水地のようなことになってるというお話を今していただきました。総

合的にいろいろ考えていかなければならない治水対策の難しさというのを私も話を聞きながら

痛感をしましたけれども、この長野地区の遊水地状態というのは農家の方も十分に了解してる

んですよね。ここ堤防つけるとほかのところがあふれるよというお話もされています。行政も

やっぱり分かってるし、何か暗黙の了解みたいな、もう大水が出たらつかるよというようなこ

とになっているんではないかと思うんですけれども、しかし農家の皆さんに、そうだとしても

我慢と負担を強いることになっていると、結果的に。とすれば、これは私放置できないという

ふうに思います。 

 天災・災害の規模によってどうこうじゃなくて、大体その可能性が非常に高いところですか

ら、そこで市長にお尋ねします。西南豪雨で大きな被害を受けた益野川以西の川については、

国の災害復旧工事によって治水対策が完了しています。対象にならなかった東の下ノ加江川流

域、先ほど立石とか市野々とかいろいろお話ありましたけれども、度々、長野地区のような冠

水による農地への被害が発生をしています。越水を防ぐ有効な方法がなくて、しかも結果的に

遊水地となって他地域の水害を防ぐ役割を長野地区が担っているとすれば、その公益性といい

ますか、どういう表現があるのか分かりませんけれども、そういった公益性を考慮して特別な

支援措置を行う必要があるのではないでしょうか。 

 例えば市の補助制度、先ほど言った補助制度ですね、上限１０万円、２分の１自己負担、こ

の自己負担分を市が負担することも有効な支援策になるというふうに思うんですけれども、市

長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 先ほど、農林水産課長が状況について詳しく説明をいたしました。長

野地区だけが被害を受けているのであれば、その様なことも考えなければなりませんが、ほか

の下ノ加江の地区、また、その他の地区でも同様のことが発生しておることから、その災害が

発生した地域は、一律に支援を行うというのが基本であると思います。 

 長野地区において災害による被害があった場合は、市としても適切に対応をしてまいりたい
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と思っております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 災害があった場合に、ここだけじゃないよと、一律に支援を行うも

のが行政としての立場だということです。そのとおりやと思います。ただ、この地域は結果的

に遊水地になってるんだという状況なんですから、そこの特別性を見ていただいて対応できな

いかというお話をさせてもらったんです。  

 市野々のほうは今４年計画で県の補助整備工事が始まってますよね。あそこはあそこで対応

できてるんですよ。しかしできてないところもあるんです。私、土木事務所にちょっとお話聞

きましたら、長野地区のようなところで越水しているとこあるかというふうに聞きましたら、

あと１か所あると言いました。それは、大岐から益野に抜ける林道の口のほうの下に流れてる

細い川があります。牛地川という川、あそこも同じように固定堰になって越水をするというこ

とでした。ほかはそういう話なかったんです。  

 ただ、ここ見たら今言った立石なんかもあると思うんですけれども、しかし、この長野地区

はやっぱり特別だと私思うんですよ。この５年ぐらいのうちに２回越水しているわけですから。

ほかありますか、こんなところ。市長、ほかあります。この４年間で２回ほど。いいです、い

いです。私ないと思いますよ。そういう特別性をやっぱり見てもらいたい、気候変動によって

豪雨による水害などの増加がもう全世界的に懸念をされています。その対策が求められてるん

ですけれども、長野地区をはじめこの水害の起きやすい地区のまず実態を調査する。特別なと

ころはチェックをしていただきたい。自力対応を余儀なくされている農家の皆さんの声を聞い

て、ぜひ支援措置を検討していただきたい。一般的な支援措置は当然必要です。けれども、そ

の地域の調査の上で、特別性や事情を十分考慮して、何らかの対策をとることは私は構わない

というふうに思います。ぜひ検討してみてください。 

 次の、河川のしゅんせつはちょっと時間ありませんので、もう飛ばします。すみません。 

 次、２つ目です。 

 多面的機能支払交付金に関わって質問をしていきます。  

 ７月の１７日付の毎日新聞に記事で、「村八分生んだ農村交付金」という記事が載りました。

これコピーですけれども、この記事の内容といいますのは、大分県のある小さな集落で農村支

援をしています国の交付金制度、この場合は中山間地域等直接支払交付金のようですが、この

運用をめぐって地区の代表者らによる構成員、会員ですね、を村八分的な対応をしたと、それ

が裁判になってその対応をとがめる判決が出されたという内容でした。  

 この交付金制度については、課題の多い農村を支援する目的で設けられたものでありまして、
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集落単位に交付金が支給をされ、集落の話合いでその使い道は決められるということになって

います。この毎日新聞の記者が取材した集落では、有力者が十分な話合いもせずに交付金の使

い道を決めて、私物化と指摘されるような支出もあったという内容も書かれていました。  

 私はこの記事が何となく気になっていましたのでちょっと切り抜いておいたんですけれども、

それこそ１か月ほど前です、ある市民の方から、「うちの地区の多面的機能支払交付金の使わ

れ方がおかしい」という相談がありました。これ中山間と同じような国の交付金制度ですね。

この方の話では、会長が相談もなく勝手に使い道を決めていて、妻を事務員にして身内に人件

費を支出したり、農機具を買って自分で使っているというような内容でした。その事実関係は

私も確かめたわけじゃないので定かではありませんけれども、先に触れました毎日新聞の記事

が頭によぎりまして少し心配になりました。  

 農林水産課長にお尋ねします。この記事にあった中山間地域等直接支払交付金も、それから

相談にあった多面的機能支払交付金も本市で取り組まれているわけですけれども、本市での運

営状況はどうなっているのかお伺いをしたいと思います。簡潔にお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 農林水産課長。 

          （農林水産課長 和泉政彦君自席） 

○農林水産課長（和泉政彦君） お答えします。 

 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な中山間地域での農業生産活動に必要

な支援・交付金が受けられる制度で、交付対象は本市では１４団体となっております。また、

多面的機能支払制度は、地域の農道や水路などの共同施設の維持管理などの支援を目的として

おり、その対象面積などにより交付金が受けられ、交付対象は１３団体になっております。 

 この交付金は、主に水路の泥上げやあぜの草刈りに要する経費や、これらの作業に参加した

方への日当など、農業生産活動を維持させるために使うことができます。 

 この中山間地域等直接支払制度と多面的機能支払制度の運営については、それぞれの団体の

総会において、構成員の合意形成を図りながら事業を実施していると認識しております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ありがとうございます。状況はよく分かりました。 

 この毎日新聞の記事では、交付金の使い道の決め方などの問題とともに、全国的な課題とし

て使い道に対する自治体のチェックが不十分だと、人員配置の不足や領収書の提出を求めない

制度上の不備があるというふうに指摘をされていました。 

 市長にお尋ねをします。この交付金制度は、地域の自治の力に依拠して、先ほど課長の答弁
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ありましたけれども、農村を守る私は優れた制度だというふうに思いますが、その一方で先ほ

どのような地区の運営の在り方や自治体のチェック体制の在り方、また煩雑な事務処理などが

あって様々な課題も指摘をされています。この制度の課題と対策について、市長の御所見をお

伺いしておきたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） この２つの交付金制度につきましては、それぞれ担当職員を配置して

おりまして、交付先も合わせて２７団体と多く大変ではありますが、各団体から提出された報

告書、活動日誌や写真、領収書等の資料、これをチェックしながら適切に実施されているか確

認していると担当課から聞いておるところであります。 

 また、他県においては中山間地域等直接支払制度で不適切な事例があったことから、高知県

からも注意喚起がありまして、このことは各団体にも農林水産課から通知しているところであ

りますが、引き続き適正な執行に努めたいと考えております。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 本市では交付金担当、２種類ありますから２名を配置して対応して

いると、それから国の制度にはない領収書の提出なんかも求めているということでありました。

だから運営のチェックなどはできているというようなお話であります。 

 ただ、しかし先に触れたような私が聞いた市民の相談、その方だけじゃなくて数人そういう

声が上がっているというふうに聞いています。運営に関して疑問のそういった声が上がるとい

うことは、やっぱり何らかの問題、少なくとも意思疎通が十分にできてないということはある

と思うんですよね。ですから、運営についてのより丁寧な調査とそれから確認は必要ではない

かなというふうに思います。できているという現状はよく分かりますけれども、さらなる調

査・確認をお願いしたいと。この新聞記事にあった一部の不適切な運用の事例を理由にして適

切な運営で成果を上げている地域の活動に支障が生じさせないと、そのためにもこの農林水産

課の効果的なチェックを期待をしたいというふうに思っています。  

 実は私、この両方の制度、中山間・多面的を利用している市内のある地区の代表者から、こ

の取組の実情を聞く機会がありました。その地区では、先ほど市長や課長もおっしゃってまし

たが、規約に基づいて総会で事業を決めて取組を進めていて、代表者が事業実績とそれから必

要な書類、領収とかその全てまとめて市に報告しているということでありました。  

 この実績報告書の作成などの事務処理が大変だということ、また、この制度の交付金が高齢

化と住民の減少で財政的にも苦しい地区にとっては地域の環境整備にも活用できる貴重な財源
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になっているということで、この制度が農業だけではなくて大いに地域づくりに貢献している

制度だということも話を聞きながら分かりました。 

 ただ、代表者の話では、交付金の１割程度を事務委託費としまして、なかなか複雑ですんで、

土地改良事業団体連合会、これ全国の県にあるようですね。これはどうも農水省の外郭団体の

ようですけれども、そこへ１割程度事務の委託を拠出するということが慣例のようになってい

るそうです。例えば、１００万円支給されるうちの事務委託をすれば１０万円がそこへいって

しまうということですね。だから、残り９０万円しか使えないということになるんですけれど

も、この代表者はそれに疑問を感じて、この土改連に委託をせず自分で事務処理をしていると

いうことでありました。 

 この事務の委託費の問題は市で解決できるものではありませんので、こういう問題があるよ

ということを上げていただいたらと思うんですが、こういった地域での事務処理の支援などに

ついてはぜひ農林水産課のほうでもできるだけ対応をしていただければということをお願いし

まして、次の質問に移りたいと思います。  

 ３つ目は国保の子供の均等割課税についての質問です。  

 子供の均等割課税につきましては、３年前の３月会議でも取り上げましたけれども、この問

題につきましては珍しく市長と私の認識が一致をしまして、そのときには市長から、子供の均

等割の軽減措置を市長会を通して国に要望しているという答弁がありました。それから３年た

って、来年の４月から国の制度として未就学児の均等割が５割軽減されることとなりました。

これが市長が答弁しました市長会などの取組の成果だというふうに考えられますけれども、今

回の国の軽減措置について市長はどのように受け止めておられるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 国保税制度における均等割額につきましては、ほかの医療保険制度に

はない加入者一人一人に均等にかかるものであり、被用者保険と違い、家族に子供が増えると

保険税の負担が重くなる仕組みとなっております。これを受け、子育て世代の経済的負担軽減

の観点から、国・地方の取組として、国保制度において小学校入学前の未就学児の均等割保険

税を現行の法定軽減である７割・５割・２割軽減に加え、軽減後の残りの５割及び軽減の適用

を受けられない未就学の被保険者に対しても５割の公費負担により軽減するものとなっており、

子育て世帯の税負担の軽減に大きく寄与するものと思っております。 

 先ほど前田議員も言いましたが、この制度が国保制度の中で法定軽減として創設されたこと

は、本市も含めた地方から、これまで全国知事会、市長会、町村会が国に対して要望を行って

きた成果であると考えておりまして、実現に至ったことは非常にうれしく思っているところで
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す。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） 今回の軽減措置については先ほど市長お話ありましたけれども、市

長をはじめ市長会、知事会、それから自治体地方議会、関係団体、そして国民の皆さん等のこ

れまでの取組による成果であり、私も心から歓迎をしたいというふうに思います。 

 ところで、本市では昨年度、国保税の算定方式を所得割・均等割・平等割の３方式に変更し

ました。資産割がなくなった分、均等割額も加算をされまして１人５万1,０００円、医療分

３万1,０００円、支援金分が１万円、介護分が１万円となっています。 

 市民課長にお尋ねします。子供の均等割額は介護分を除く１人４万1,０００円になると思い

ますけれども、今回の５割軽減を本市に当てはめた場合、未就学児１人当たりどれぐらいの減

額になるのか、法定減免なし、２割、５割、７割の世帯ごとにお伺いをしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市民課長。 

          （市民課長 岡田旭生君自席） 

○市民課長（岡田旭生君） お答えいたします。 

 まず、国保の均等割額につきましては１人当たり医療保険分が３万1,０００円と後期高齢者

支援金分１万円の合計４万1,０００円が課税されることとなります。今回の新制度による５割

軽減を適用しますと、２万５００円になります。 

 現在、法定軽減が適用されております７割軽減の被保険者は、新制度では１万2,３００円の

均等割額から５割軽減を適用しますので端数処理後6,２００円の減額になります。５割軽減の

被保険者は２万５００円から１万３００円に、２割軽減の被保険者が３万2,８００円から１万

6,４００円の減額となります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ありがとうございます。 

 法定減免後の負担額も２分の１という減額になりますので、これが本市の国保の子育て世帯

にとっては大変ありがたい措置だと言えると思います。 

 続けて市民課長にお尋ねします。令和４年度、来年度の税額はまだ分からないので本年度で

ということでお願いしますけれども、本年度の国保世帯の就学前の子供の数と、それから小

１から１８歳までの子供の数及び被保険者が負担する１８歳までの均等割の総額幾らになるか

お伺いをしたいと思います。 
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○議長（永野裕夫君） 市民課長。 

          （市民課長 岡田旭生君自席） 

○市民課長（岡田旭生君） お答えいたします。 

 令和３年１２月１日現在の国保被保険者数と賦課情報で、来年４月１日付での未就学児は

４５人おります。その法定軽減後の均等割額は、医療保険分と後期高齢者支援金分の合計で

１１０万2,９００円となります。新制度では、法定軽減後及び法定軽減の適用を受けることの

できなかった被保険者の軽減額が２分の１となっておりますので、端数処理後で５５万円が見

込まれております。また、１８歳以下の対象者は、未就学児も含めて２０６人おります。この

法定軽減後の均等割額は合計で５１２万９００円となります。この額から未就学児の新軽減制

度における額を差し引きすると４５６万8,０００円が納税者の負担する均等割額となります。 

 なお、対象者数、均等割額につきましては、令和３年１２月１日現在の国保被保険者情報の

ため、新軽減制度適用時の国保資格の喪失・取得、出生・転出ほかの異動は反映できないこと

を御理解ください。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ごめんなさい、もう一回確認です。この４５６万円というのは法定

軽減は加味してないということですか。そういうことです。 

○議長（永野裕夫君） 市民課長。 

          （市民課長 岡田旭生君自席） 

○市民課長（岡田旭生君） この４５６万8,０００円は、法定軽減を適用後に納税者が負担す

る額となっております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） ここで、実は税務課長にちょっと答弁を求めることがあったんです

が、今市民課長がまとめて答弁をしていただくということになりましたので、課長のほうには

答弁ありませんが、申し訳ないですけれども御了解いただきたいと思います。  

 ここからは市長にお尋ねをいたします。本市は、県下の市町村に先駆けて、市独自の措置と

して１５歳までの医療費の無料化を平成１９年これは西村市長時代ですね実施し、ついこの間

平成３０年には泥谷市長のときに１８歳まで拡大をしました。国は、子供の医療費の助成を独

自に行っている市町村に交付金の減額というペナルティーを科していますけれども、本市がそ
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れをめげずに医療費無料化を１８歳まで拡大し継続していることについては高く評価できると

ころであります。 

 そこで市長に提案をさせていただきたいんですが、この国保の均等割についても、子育て世

帯への支援をより充実させるということで、１８歳までの全額免除あるいは軽減を市独自で行

うようにしてはいかがでしょうか。３年前にも同様の提案をさせていただきましたけれども、

先の答弁でしたね、国待ちと。今回は国による軽減措置に加えて、さらに市の独自措置を上乗

せすれば子供の均等割課税を解消できるというところまできています。  

 先の市民課長の答弁で、就学前の子供、それから小１から１８歳までの全額４５６万円あれ

ばこれが対応できるということになるようです。全国では自治体独自の均等割軽減の取組が既

に進んでいまして、３年前にも紹介しましたけれども、埼玉県のふじみ野市、ここは第３子以

降の子供の均等割は免除しています。また、さらに岩手県の宮古市、人口が５万か６万ぐらい

ですけれども、それこそ１８歳以下の子供の均等割を全額免除して、その財源はふるさと納税

の「市長にお任せ」分を充てているということでありました。  

 子育て支援をより充実させるために、１８歳までの子供の均等割をこの際ですので市独自措

置で免除あるいは軽減することについての市長の御所見をお伺いしたいと思います。  

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） １８歳以下の均等割額を未就学児への新制度による適用額を除く全額

を市が負担できないかとのことでありますが、この負担は市単独事業となりまして、費用は財

源目的として一般会計から繰入れする必要がありますので、法定外繰入れとなります。 

 法定内繰入れとして認められているものは、職員給与費等繰入金、出産育児一時金等繰入金、

財政安定化支援事業繰入金、保険基盤安定繰入金に限られております。 

 以前も、前田議員から県への納付金が賄えない場合には、一般会計からの繰入れはできない

かとの一般質問がありましたが、法定外繰入金についての考え方として、国保の被保険者以外

の方々からの税金を充当することになることから、公平公正な受益者負担の原則から考えると、

国保被保険者以外の市民の皆さんからの理解を得られることは難しいと答弁いたしました。今

もその考え方には変わりはありません。 

 本市では、国保会計とは別に将来にわたって安心して子育てができる環境整備を不可欠とし

て、子育て世帯の負担軽減を図るため、先ほど前田議員からも説明がありましたが、１８歳ま

での医療費を、入院・通院とも所得制限を設けず無料とした福祉医療費助成制度での支援策を

講じているところであります。 

 今後におきましても、法定外繰入れは行わず、国保会計は独立採算で運営することがあるべ
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き姿と思っておりますので、被保険者及び国・県・市で適正かつ健全な財政運営を行うことが

基本と考えておるところであります。 

○議長（永野裕夫君） １０番、前田 晃君。 

          （１０番 前田 晃君発言席） 

○１０番（前田 晃君） この全額免除の場合に必要な４５０万円、およそ、財源につきまし

ては、この１２月補正で計上されています国保会計の財政調整基金３２２万円か、市長が言わ

れる一般会計からの繰入れになると思うんですけれども、国保会計の基金はやっと黒字で積み

立てたばかりで、この先積み増しも見通せないことを考慮すれば、もう一般会計からの繰入れ

で対処するほかないというふうに思います。ただ、一般会計からの繰入れについては法定外繰

入れになるということで被用者保険との関係、国からの指導とペナルティーの問題があって、

市長もお話がありましたようにこれまで何回か話をしてきた中でも難しさがあるということを

私も承知しています。ただ、これ免除というほかに軽減措置で対応ということもぜひ検討して

いただければ、それも視野に入れて検討していただければと思います。  

 被用者保険の皆さんの税金からここへ負担するのが不公平だというのは前々からそう言って

るんですけれど、この制度自体が、国保の均等割がもともと不公平だという制度ですから、そ

れに比べれば市長の言われている理由は私は本当にささいなことだと思うんです。この宮古市

のようにふるさと納税ですよね、これ被用者保険の皆さんのあれじゃありませんので、納税に

はなりませんので、こういう税を使う、私基本的にはふるさと納税あんまり賛成はしてないん

ですけれども、こういう財源があるのであればここを全額免除かあるいは軽減に使うという方

法もあるんじゃないかと思うんです。ぜひ検討していただきたいというふうに思います。  

 地方自治法のいう住民福祉の増進というのは、国や都道府県、市町村、それぞれが政策を補

いながら、市施策を補い合いながら重層的に保障すると、これ補完性の原理というふうに言わ

れてますけれども、国や県の施策の足りないところを住民に最も近い市町村が補うということ

は当然のことだと思います。国は一般会計から国保会計への繰入れを抑制す圧力を強めていま

すけれども、そもそも自治体が一般会計から繰入れをするかどうか、住民福祉のために施策を

行うことに対して国が禁止したり強制することはできません。地方自治の本旨に反するもので

すね。子育て世帯の支援とそれを充実させるために、ぜひ検討していただきたいと思います。  

 もう時間がなくなりました、福祉事務所長申し訳ありません。今日は特別障害者手当で大い

に私は評価もし、お褒めしたかったんですけれども時間がないなりましたので、また３月会議

ではぜひこの問題を取り上げてお話もさせていただきたいと、またこの手当の支給について広

く市民の皆さんに周知していただきたいと思います。 

 以上で、私の全ての質問を終わります。どうもありがとうございました。  



－ 88 － 

○議長（永野裕夫君） この際、暫時休憩をいたします。１０分程度休憩をいたします。 

          午前１１時０１分   休  憩 

          午前１１時１１分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 引き続き一般質問を行います。 

 ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 皆さんこんにちは。新風会の細川博史でございます。 

 まず最初に、ジオパークについて質問いたします。 

 本当に、日本ジオパーク認定、誠におめでとうございます。晴れてジオパークと正式に名乗

れるようになったことは大変誇らしく、認定の連絡を受けた様子は新聞やテレビで取り上げら

れ、それを拝見して大変うれしく思ったところでございます。コロナ禍において、生活習慣は

変化し、様々な場面で自粛ムードが漂う中、久しぶりの明るい話題を届けてくれたと思ってお

ります。これまでの努力、苦労が実を結び、過去の認定見送りをしっかりと糧として準備を重

ねてきたことが結果につながったのではないかと私自身思っております。土佐清水ジオパーク

推進協議会をはじめ関係者の皆様、本当に御苦労さまでございました。 

 さて、一方では、既に審査結果に対する課題等が通知されているとお聞きしております。私

もこれまでに何度も講演会や研修会に参加するなどして、積極的に学んでまいりました。もう

既に、４年後の再認定を見据えて取り組んでいかなければなりませんが、審査をクリアするた

めだけのジオパークだけではなく、大事なのは地域のためになるようにしていかなければなら

ないと私も考えております。 

 そこで、質問については、ジオパークのこれまでをいま一度振り返り、現状や課題を見詰め、

今後、ジオパークがさらに生かされ地域の未来へつながる、そのような期待を込めて質問をさ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、国立公園＊ジオパーク推進課長にお伺いいたします。 

 過去２度の認定見送りを経験したわけでございますが、当初はジオパーク推進係から体制を

構築し、現在は国立公園＊ジオパーク推進課にまでなっております。事務所も竜串ビジターセ

ンターへ移動するなど、認定に向け様々な取組を強化してきたと思っております。認定に至る

までの経過を振り返り、これまでの活動の総括を国立公園＊ジオパーク推進課長にお伺いいた

します。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 国立公園＊ジオパーク推進課長。 
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          （国立公園＊ジオパーク推進課長 酒井 満君自席） 

○国立公園＊ジオパーク推進課長（酒井 満君） お答えします。 

 初日の市長の提案理由説明と重複する部分もございますが、これまでを総括いたしますと、

観光事業者等の提案に端を発し、７年前の平成２６年、当時の産業振興課内にジオパーク推進

係を設け、民間主導によるジオパーク推進準備会が立ち上がり、地球科学の視点を活用した地

域づくりのステップとして、日本ジオパークへの認定を目指した活動を始めました。 

 当初は、ジオパークという新たな活動の普及に努め、地域へ出向いた出前講座や広報とさし

みずへの連載、専門家を招聘した講演会、屋外看板の設置など、広報や啓発を重点的に取り組

みました。 

 準備会はその後、発展的に解散し、現在の土佐清水ジオパーク推進協議会となり、ジオパー

ク専門員の配置を含め事務局体制を強化してきたほか、竜串ビジターセンターの運用開始など、

国をはじめ関係者との連携も進み、ジオパークの運営体制は着実に充実してきました。  

 竜串ビジターセンターに事務局を移転し、ジオパークの拠点に位置づけたことは非常に大き

な意味があり、認定の後押しはもとより、情報発信やガイドツアーの窓口機能、学校教育への

展開など、ジオパーク活動を活性化させたことは間違いございません。  

 ４４地域目の日本ジオパークに認定されましたが、過去の苦い経験を糧にして取り組んだこ

の７年は、日本ジオパーク全体をこれからリードできる、そのようなジオパークに構築できた

と自負しております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございました。 

 総括ということで７年間の活動がまとめられたというわけですが、いずれにいたしましても、

このジオパークという活動は新しい地域づくりの取組であって、努力、苦労は絶えなかったの

ではないかと思っております。本当に総括ありがとうございました。 

 次に、土佐清水ジオパークの現状について、特に課題とその対応策について、日本ジオパー

ク委員会から通知された審査結果を踏まえてお伺いいたします。 

 審査結果については、既に文書で届いているとお聞きしております。土佐清水ジオパークの

優れているところ、一方、課題など改善すべきところが示されたとお聞きしております。先週、

新聞記事に出ておりましたが、改めて審査結果通知書ではどのような内容が示されたのでしょ

うか、国立公園＊ジオパーク推進課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 国立公園＊ジオパーク推進課長。 
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          （国立公園＊ジオパーク推進課長 酒井 満君自席） 

○国立公園＊ジオパーク推進課長（酒井 満君） お答えします。 

 本年１０月２２日付で日本ジオパーク委員会より、日本ジオパークの認定と、審議の過程に

おいて当地域に対する意見がまとめられた審査結果通知書が届きました。 

 内容としましては、関係者においてジオパークの理念や目的の理解が進み、活動内容が大き

く前進したことが総評として述べられており、特に国立公園と連携したビジターセンターの運

営、地域性豊かなガイドツアーの展開、教育現場と連携した学習プログラムづくり、自然災害

碑の保全と防災学習への展開、この４点が優れていると評価されております。 

 一方、課題につきましては、早期改善と中長期的な改善事項に分けられ、まず、足摺岬及び

竜串海岸は国際的価値を持つ地形地質遺産であると改めて評価されたものの、現場における解

説内容の再検討と、その観察場所の周辺整備を指摘されております。 

 また、案内看板の整理によるジオパークの可視性の強化と、土佐清水ジオパークの全体像が

分かる総合解説板の整備、そのほか、宝石サンゴ漁について、宝石サンゴは貴重な自然資源で

あると同時に伝統的漁業であることから、持続可能なサンゴ漁を進めるためにジオパークを生

かすことなど、７点の課題が示されております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 次に、今課長から説明がありましたが、日本ジオパーク委員会から

様々な課題についてこれからどのように対応していきますか、国立公園＊ジオパーク推進課長

にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 国立公園＊ジオパーク推進課長。 

          （国立公園＊ジオパーク推進課長 酒井 満君自席） 

○国立公園＊ジオパーク推進課長（酒井 満君） お答えします。 

 去る１１月３０日に推進協議会を開催し、審査結果の内容共有を行うとともに、これからの

対応方針について協議を行いました。課題など指摘事項については、それぞれの分野に応じて、

推進協議会の４つの各部会を中心に、顧問やアドバイザーなどの関係者の協力をいただきなが

ら、今年度中に改善に向けた行動計画を作成し、並行して予算計上も図りながら、来年度から

計画的に実行できるよう対応してまいります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 



－ 91 － 

○９番（細川博史君） どうも課長ありがとうございました。 

 土佐清水らしさのあるガイドツアーや教育、防災面、また国立公園と連携した竜串ビジター

センターの運営については、高い評価をされているように思いました。 

 一方、課題は全体で７項目に上がり、解決の行動計画を立て、今後４年間におけるクリアの

状況が再認定に向けたポイントになると思っております。 

 そこで次の質問は、再認定の制度について国立公園＊ジオパーク推進課長にお伺いいたしま

す。世界遺産や国立公園は一度登録や指定されると永久的に保持されますが、なぜジオパーク

には再認定審査の制度があるのでしょうか。その仕組みについて国立公園＊ジオパーク推進課

長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 国立公園＊ジオパーク推進課長。 

          （国立公園＊ジオパーク推進課長 酒井 満君自席） 

○国立公園＊ジオパーク推進課長（酒井 満君） お答えします。 

 議員御案内のとおり、ジオパークには４年に１度の再認定審査がございます。現行制度にお

いては、ジオパークを維持していく上で、再認定審査は永久的に受けるということになります。

当地域の場合、再認定審査は令和７年度に迎えることとなりますが、仮にこれをクリアできな

い場合は、即、除名ということではなくて、猶予的に改善の期間が与えられ、クリアできなか

った年の２年後に審査を受けます。ここでクリアできればジオパークは維持されていきますが、

逆にクリアできなければこの段階で日本ジオパークの称号は剥奪されることとなります。 

 このような仕組みになっているのは、同じ自然保護プログラムである世界遺産や国立公園が

重要な価値を持つ遺産や景観そのものを登録または指定するのに対し、ジオパークはそれらの

保全と活用を両立し、持続可能な発展を実践する活動に対して認定するものであるからです。

そのため４年に１度、活動のチェックのために再認定の制度が設けられており、また、審査を

通して地域ひいてはジオパーク全体の質を向上をする、そのような狙いがあろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうも課長ありがとうございました。 

 ジオパークは景観や資源が認められるのではなくて、それらの存在は前提条件であって、保

全や活用を利用する活動が認められることだと思っております。活動が評価されるわけですか

ら、４年に１度チェックが入るということだと思っております。よく分かりました。 

 とはいえ、再認定のためのジオパーク活動であってはなりません。審査を通して出される課

題等の改善を通して、よりよいジオパークにしていき、発展し続ける土佐清水にしていかなけ
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ればなりません。 

 それでは、最後に泥谷市長にお伺いいたします。余韻も間もないわけでございますが、今後

の土佐清水ジオパークの展開と、ジオパークを生かした地域づくりの展望を泥谷市長にお伺い

いたします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 提案理由での説明と重なるところがございますが、あくまでも通過点

として目標としていた日本ジオパーク認定への道のりというのは、決して順風なものではあり

ませんでした。しかし、着実に経験と実績を重ねていき、関係者との連携を深め、こうした取

組が、実に７年越しという悲願の達成につながりました。課長も申しましたが、この７年の地

道な取組は、日本ジオパーク全体をリードできるだけの実力を備えたと、そういうふうに思っ

ているところであります。 

 このことは、これも協議会の皆様をはじめ、顧問の先生やアドバイザーのほか、関係者の

方々、市民の皆さんも含め、これまでの御理解と御協力のたまものでございまして、この場を

お借りをいたしまして、厚くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 

 審査では、日本ジオパーク委員会の足摺岬や竜串・見残し海岸を代表とする、世界に誇る土

佐清水市の貴重な景観、また、地域らしさの象徴である黒潮由来の文化や産業など、これらを

守りながら、持続可能な地域づくりを実践する活動が高く評価されたことは、これからの活動

への自信と同時に、認定を新たな出発点として、気持ちを切り替え、さらに発展を目指そうと

いうモチベーションにもつながっております。 

 今後につきましては、まずは、日本ジオパーク委員会より御指摘のいただいた課題の解決・

改善が当面の優先的な取組となりますが、再認定を決して目的化することなく、これまで培っ

てきた教育や防災への活用、さらには持続可能な観光の推進など、ジオパーク活動をさらに深

化・浸透させ、私たちの足元にある大自然を誇りとし、科学とネットワークの力、そして地域

の力で、より持続可能な地域づくりを実践してまいりたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうも市長ありがとうございました。 

 本当に、通過点ではなく、７年越しの地道な努力により、また認定を新たな出発点と捉え、

再認定を目的化することなくジオパーク活動を進化・浸透させ、自然を誇りとして持続可能な

地域づくりを目指し発展させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、アシズリテルメについての質問に入りたいと思います。 
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 コロナ禍により指定管理者が撤退後、休館となっていた足摺テルメは以後２回の指定管理者

の募集を行いながらも応募者がおらず、議会としても大変心配しておりましたが、今回、株式

会社Ｄｏｔ Ｈｏｍｅｓが新たな指定管理者となり、晴れて先月１１月１日にオープンされま

した。泥谷市長をはじめ関係者の皆様方の御努力に改めて敬意を表したいと思っております。 

 さて、指定管理者となった株式会社Ｄｏｔ Ｈｏｍｅｓですが、社長をはじめ経営関係者が

大変若い方々が多いとお聞きしております。主にどのような分野の業務を行ってこられた会社

なのですか、アシズリテルメに関わる以前から宿泊施設の経営も手がけられていたのでしょう

か、観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 指定管理者となった株式会社Ｄｏｔ Ｈｏｍｅｓは、主として宿泊施設の開業支援や運営の

受託、マーケティング支援などを行っている会社であります。グランピング事業では自社施設

として山梨県河口湖で営業しており、現在、北海道洞爺湖と山梨県山中湖、兵庫県赤穂市の

３か所で開業準備を行っておられます。またオペレーター事業ではビッグデータ解析を強みと

して、宿泊施設の集客・最大収益化を図るためのマーケティング支援を行っており、関東を中

心に７７施設との契約実績があります。グランピング施設以外での宿泊施設運営は山梨県河口

湖でホステルタイプの簡易宿泊所を運営しておりますが、ホテル運営はこのアシズリテルメが

初めてとなります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 課長どうもありがとうございました。 

 今課長の答弁をお聞きすると、近年、全国におきまして人気を博しているグランピング運営

が得意分野であるのではないかと私自身感じました。本市の財産であります豊かで壮大な自然

をそのまま満喫できるグランピングという新たな観光商品ができ、大いに期待するところであ

ります。 

 今回のオープンに向けての改修費用を６月及び９月会議で補正予算として上げていましたが、

工事が完了した時点で最終的に市が実施した工事費の決算額はどのくらいになっているのでし

ょうか。改修した主立った箇所、工事別に教えてください。あわせて、今回の事業費で全ての

修繕工事が十分に実施できたと思っているのでしょうか。観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 
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          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 今回の修繕工事費は小修繕経費も含めて、総額で約8,５００万円となっております。工事の

主な箇所としましては、レストラン、ラウンジ、ロビー、売店等といった共有スペースと厨房

の空調機取替え工事として2,５６０万円、雨漏り対策を実施した上での外観塗装などの工事と

して 1,３２０万円、ボイラーやろ過機、ポンプなど温浴設備関係の取替え工事として

1,４２０万円、老朽化による傷みや汚れのひどい箇所の内装工事として2,０７０万円などとな

っております。 

 前指定管理者の運営時にも設備等につきましては老朽化による不具合もありながら何とか運

転していたこともあり、前指定管理者撤退による休館から換算すると約１年半の休館期間とな

り、機械類等の設備が長期休止となったことから、再稼働するには先ほど申しました多くの工

事が必要となっておりました。一定工事が完了し、営業再開するために全体的な機械設備の試

運転を始める中で、さらに故障している箇所も確認されてきました。営業再開直前の運転によ

り発覚した女子サウナの故障につきましては、利用客に御迷惑をおかけしますし、またマイナ

スイメージを持たれ、今後の集客や温浴再開への影響も考えられることから、今議会にて改修

費を上程させていただいたところであります。 

 このように、今後営業していく中で、施設全体の老朽化により発覚する不調箇所は今後も想

定されますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございました。 

 先の課長答弁で市の立場で必要な改修を一定の予算をかけて実施したと言われましたが、あ

わせて指定管理者側としても多額の投資をして改修されたと聞いております。先ほども答弁が

ありましたように、老朽化の問題も大変だと思っております。指定管理者の負担としてどのよ

うな箇所の改修に投資されたのですか、観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 指定管理者であるＤｏｔ Ｈｏｍｅｓによる改修にかかった費用は約１億2,０００万円とお

聞きしております。 

 改修箇所につきましては、グランピング４棟の新設、宴会場をレストランに改装、ロビーや
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売店、廊下などの共有スペースの床改装や新たな備品類の設置、客室の内装改修や全室ベッ

ド・テーブル等備品の設置、一部の客室へのジャグジーやサウナの設置、一部客室へのユニッ

トバス・トイレの交換、厨房機器の購入などです。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうも課長ありがとうございました。 

 金額から１億2,０００万円とかなり大幅な、また大胆な改修がなされたものだと感じるとこ

ろでございます。 

 オープン式典では、式典参加者の方々に施設の内覧会も行われたようですので、参加された

方々は既にお分かりだと思いますが、今回の大がかりな改修は指定管理者としてはどのような

コンセプトをもって行われたものなのでしょうか、観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 最果ての地にあるホテルで特別な体験や思いができる場所として、変わることのない自然と、

変わり行く時の移ろい「暮れ、明ける」をコンセプトに、日が暮れて、夜が明け、また日が昇

るという、目に見えて分かりやすい当たり前の自然の移り変わりこそが最強のコンテンツと捉

え、ロビー、ラウンジ、各部屋にそれぞれ多くの植物を配置し、またフロントでは岬の断崖を

感じるデザインや灯台をイメージした光など、自然と建築の融合した体感的ホテルとして改修

されております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今課長から答弁がありましたように、自然と建物の融合した体感的ホ

テルに改修されるということでございます。 

 先の質問でも触れましたが、グランピング施設ですが、設置場所は当初アシズリテルメの施

設の屋上だと説明があったと思います。最終的には施設全体のどの箇所に設置されたのか改め

てお伺いいたします。 

 このグランピング施設というのは７月末に黒潮町においてもコンテナ型ハウス２棟が設置さ

れたという報道をお聞きしております。アシズリテルメのグランピング施設はどのような人た

ちをターゲットとしているのですか、併せて観光商工課長にお伺いいたします。 
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○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 グランピング施設は、当初屋上への設置を予定しておりましたが、デッキなどを含めた重量

や風量の影響により断念せざるを得なくなり、温浴棟１階のプール南側広場へ設置場所を変更

し、現在４棟設置されております。先ほど議員がおっしゃられましたが、黒潮町はコンテナ型

ですが、テルメのものはドーム型のグランピングとなっております。 

 このグランピング利用者のターゲットは、高知市内からでも３時間かかるホテルへの期待値

として、先ほど申しました施設のコンセプトである、変わらない自然と移り行く日の動きを体

感し、その付加価値を共有していただきたい、具体的にはこれまで土佐清水市への誘客に弱い

部分であった若年層を中心に集客戦略を行い、いずれ家族ができたときのリピーターにつなげ

たいという思いがあります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） いろいろな問題があっての変更だと納得いたしました。引き続いて、

宿泊棟についてお伺いいたします。 

 今回のリニューアルのコンセプトを先ほどお聞きし、今までのイメージとはかなり変わった

と想像するところでございます。新アシズリテルメはどのような人たちをターゲットとされて

いるのでしょうか、観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 アシズリテルメの宿泊棟のターゲットもグランピング施設と同様でありまして、繰り返しに

なりますが、これまで土佐清水市への誘客に弱い部分であった若年層を中心に集客戦略を行い、

いずれ家族ができたときのリピーターにつなげたいという思いです。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。 

 若い層を中心に、またリピーターをつなげていきたいということで納得いたしました。 

 それでは、オープンの準備段階では従業員の確保に苦労されているようにお聞きしたことが
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あります。本市では初めてのグランピング施設の対応を含めまして、職員体制を整えるにも一

定の時間が必要であったのではないかと思います。現在、何人の従業員が配置されているので

しょうか、できましたら正社員、臨時職員、時間パート等を分けて教えてください。 

 また、前指定管理者の突然の撤退により解雇された従業員の方々も多くいると聞いておりま

す。その後の再就職がどうなっているのか気になっております。その方々も含めまして、土佐

清水市民で雇用されている方は何人いますか、観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 全ての部署合わせて３０名の募集を行いましたが、現在の採用数は２４名であり、そのうち

前足摺テルメの職員で解雇された方も含めて土佐清水市民は１９名となっております。また、

正社員、パート等の内訳につきましては、２４名のうち正社員が１２名、残り１２名はフルタ

イムのパート職員とお聞きしております。 

 ハローワークや市の無料職業紹介所での募集はもちろん、新聞折り込みや市広報、インスタ

グラム等でも広告を行い、それなりの応募はありましたが、新しいアシズリテルメの職員とし

て実際の採用に至った人数は先ほど申し述べたとおりとなっております。 

 職員研修の時間も必要なことから、現在、売出し客室数としては少し抑えた形で対応をとっ

ている状況ではあります。オープンにより細かい改善点等が明確になる中、職員も徐々に慣れ

てきておりますが、現在も募集は随時行っている状況です。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。 

 土佐清水市民が１９名と結構雇用されているということで、ある程度安心しましたし、また

現在も募集しているということで、ぜひとも土佐清水市民の採用をよろしくお願いしたいと思

っております。 

 続きまして、宿泊者に提供される食事、レストランで扱われる食材は地場産品にこだわると

お聞きしておりますが、市内生産者、農家や加工者など直接取引をするような事例は既にある

のでしょうか、また市内の店舗を介した取引の事例は既にあるのでしょうか、あるのであれば

具体的な業種も含めて教えていただきたいと思っております。観光商工課長にお伺いいたしま

す。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 
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          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 食材の仕入れにつきましては、基本的には市内業者という考えはあるものの、安定的な供給

や配送体制、商品数、また価格の面で市外の業者との取引も行っております。現在の契約業者

約５５社のうち、１２社が市内業者となっております。主な業種を挙げますと、食材で言いま

したら鮮魚はもちろんですが、乳製品類、それから酒類などは市内業者で全部賄っているよう

な状況です。 

 現在は洋食のコース料理のみとなっておりますが、今後はバリエーションを増やす計画もあ

りますので、できるだけ市内業者、特に農家などと取引を行っていただくよう、情報共有もし

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。 

 市内業者１２社ということでちょっと少ないかなと思いますけれども、またできるだけ市内

の業者の取引を行っていただき、情報共有をぜひともお願いしたいと思っております。 

 続きまして、アシズリテルメが位置する足摺半島地区には、海上遊覧船や宗田節納屋体験、

足摺七不思議ガイドツアー等の体験観光メニューがあります。また、土佐清水市内全域におい

ては、ＳＡＴＯＵＭＩ、足摺海底館といった施設やグラスボート、竜串海域公園ダイビング等

多くの観光施設や観光関連事業者があります。公の施設、アシズリテルメの立ち位置として、

これら観光施設関連業者との連携を図り、土佐清水市全体を盛り上げていくことも役目ではな

いかと考えているところであります。 

 オープンしてまだ間がありませんので今後の計画でも結構ですが、観光施設等の連携につい

て教えてください。また合わせて、ほかの宿泊施設、あしずり温泉協議会や旅館組合等とは今

後どのように連携していく計画なのでしょうか、観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 株式会社Ｄｏｔ Ｈｏｍｅｓが指定管理者への応募の際の事業計画にも盛り込まれておりま

したが、土佐清水市の観光産業また地域との連携を深めていきたいという思いが強くあります。

リニューアルオープン後しばらくは慌ただしかったようですが、現在は職員も一定慣れ落ち着

いてきたようですし、現在はあしずり温泉協議会にも加盟し、月次定例会にも参加されており
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ます。今議会の補正予算で上程しておりますが、足摺半島をＥ－バイクで巡ってもらって、滞

在時間の延長とかアフターコロナ期におけるインバウンド対策に向けた新たな取組としてアシ

ズリテルメも一体となって温泉協議会での取組に参加してくれております。 

 また旅館組合にも加盟されましたので、市内宿泊施設と情報共有を行いつつ、併せて観光関

連事業者や地域の方々と連携し、土佐清水市全体の観光産業を盛り上げてもらうよう、これか

ら具体的に市としてもできる限り協力していきたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。 

 地域と連携ができていると本当に安心いたしました。ワクチン効果によるものなのか、日本

においても新規感染者数が減少し、現在は緊急事態宣言対象地域等もなく徐々に以前の状況に

戻りつつあるのではないかと実感しているところでございます。新たな生活様式を継続しなが

ら、この状況が続くことを願うばかりでございます。 

 ここ最近、市内においても大型観光バスを見かけるようになりましたし、週末には足摺岬駐

車場やＳＡＴＯＵＭＩ駐車場ではかなり多くの車がある光景を目の当たりにします。飛び石連

休でありましたが、１１月の連休にも私ごとではありますが足摺岬のほうへ行くついでがあり

まして、宿泊者もかなり多かったように関係者からもお聞きをいたしました。観光入込客数の

増加は市内経済効果に直結するものでありますし、コロナ禍によって特に観光業界にとっては

大変厳しい経営状況だと思います。このまま順調に回復することを期待するところでございま

す。 

 そのような中でのアシズリテルメのオープンは絶好のタイミングではないかと思いますが、

オープン後の利用、予約状況はどのような状況なのか、観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 １１月の予約状況は各メディアに取り上げていただいた影響で、四国内では珍しいドーム型

テントのグランピングが約７割の稼働率となっておりますが、宿泊棟の方は約半数程度の状況

でありました。１２月はクリスマスや年末年始の需要が高く、１１月の予約数を超えていると

のことであります。 

 先ほど職員体制の御質問の際でも申しましたように、従業員数の状況から、セーブして予約

受付をしていたこともありますし、１１月はリニューアルオープンということで多くの招待客

をお招きしたり、アシズリテルメを体験してもらいＳＮＳで情報発信してもらうため、複数の
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インフルエンサーの招待も実施しておりました。また施設内の改修完了からリニューアルオー

プンまでの期間が短かったことから、サイトで受付するためのホテル内の写真が準備できなか

ったことや、旅館業法の許可が出るまで大手旅行会社での受付ができなかったことなども

１１月における宿泊棟の稼働率が低かった要因としてあるかと思っております。現在は高知県

が実施しています高知観光トク割キャンペーンや幡多広域観光協議会で実施しているはた旅ク

ーポン、土佐清水市ジョン万トラベルキャンペーンなどにも積極的に参加しておりますし、今

後国が実施予定でありますＧｏＴｏトラベルキャンペーンなども効果的に活用し、集客に努め

ていくとのことであります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。 

 グランピング等は結構人気があったようですし、また１１月はオープンしたばかりというこ

とですので、またＳＮＳとか宣伝を期待するところでございます。 

 質問の冒頭でも申し上げましたが、前指定管理者の撤退後、株式会社Ｄｏｔ Ｈｏｍｅｓに

よる運営が決まるまで、そしてオープンに向けての改修に伴う事務作業など大変苦労されたこ

とと思います。その上で、今後の新指定管理者の経営に対して、どのような方向に向けた発展

を期待されていますか、また土佐清水市全体の活性化のために行政としてアシズリテルメとど

のように連携していくつもりなのですか、合わせて観光商工課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 観光商工課長。 

          （観光商工課長 二宮眞弓君自席） 

○観光商工課長（二宮眞弓君） お答えいたします。 

 コロナ禍においてアウトドアに注目が集まる中、手軽に快適にアウトドアを体感できるグラ

ンピングはまさに全国的に人気が高まっておりますので大変期待しております。併せて、オペ

レーター事業で活用しているビッグデータ解析による、客観的な集客のためのプランニング、

ターゲットとしている若年層の友人同士やカップルに向けたＳＮＳを使った集客戦略等、本市

にはなかった新たな手法による新たな客層へのアプローチも期待しているところです。また、

四国最南端というブランドを生かし足摺岬の拠点施設としてＰＲしていただき、観光事業者や

地域の方々と連携し、土佐清水市全体の観光産業を盛り上げてもらうため、ターゲットとして

いる若年層向けの体験観光メニューとセットにした宿泊プランの造成、地域食材のＰＲなども

行ってもらうため、市としてもそれぞれを具体的につなぐ仲介役として協力していきたいと考

えております。 
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 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 課長どうもありがとうございました。 

 課長御指摘のように、グランピングはほんまに全国的に人気が高まってはおりますし、期待

するところでありますし、またＳＮＳを使った集客戦略もぜひともお願いしたいと思っており

ます。また、足摺岬をＰＲして観光産業を盛り上げていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、コミュニティ・スクールについてお伺いいたします。 

 コミュニティ・スクールとは、学校や保護者、地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校

運営に意見を反映させることで、ともに協働しながら子供たちの豊かな成長を支え、地域とと

もにある学校づくりを進める法律に基づいた仕組みです。地域と一体となって特色のある学校

づくりを進めていくことができます。 

 私は、この取組は子供教育の観点だけではなく、地域創生の観点から考えても学校という場

を核に、子供と大人、そして地域をつなげていくすばらしい取組だと思っております。希薄化

していく社会の中で、地域への愛着や誇りを育みながら、地域の中で多世代が交流することに

より今以上につながりも深められます。地域の特色を日常の中で継承することで、持続化する

地域をつくるとともに、地域のつながりを深めることにより子供を安心して育てやすい環境づ

くりにもなります。 

 私も下川口小学校の開かれた学校づくり、ふれあい委員会といいますが、それの委員長を務

めており、地域住民として関わりを持たせていただいておりますが、コミュニティ・スクール

はこの取組をベースとして一歩進んだ仕組みになるとお聞きしており期待するところでもあり

ます。 

 さて、本市においても、令和４年度コミュニティ・スクールの導入に向けて準備を進めてい

るようですが、コミュニティ・スクールの概要と目的について生涯学習課長にお伺いいたしま

す。 

○議長（永野裕夫君） 生涯学習課長。 

          （生涯学習課長 田村五鈴君自席） 

○生涯学習課長（田村五鈴君） お答えいたします。 

 コミュニティ・スクールの概要とその目的についてお答えをいたします。 

 コミュニティ・スクールとは学校運営協議会を設置した学校のことで、学校運営協議会とは、

法律に基づき教育委員会により任命された委員が、一定の権限を持って、学校運営に必要な支
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援について協議する合議制の機関のことです。保護者や地域の皆さんが学校の様々な課題を共

有し、それぞれの立場で主体的に子供たちの成長を支え、地域の力を学校運営に生かす仕組み

です。 

 主な権限として、校長の作成する学校運営の基本方針を承認すること、学校に関する意見を

教育委員会や校長に述べることができる、教職員の任用に関して意見を述べることができる、

この３つの権限が与えられます。 

 学校はこれまで、保護者や地域の方々の様々な意見をお聞きし、信頼される地域に開かれた

学校づくりを進めていくことが求められていました。本市の学校は、学校評議員制度（開かれ

た学校づくり推進委員会）等を通じ、保護者や地域、関係機関の関係者の皆さんから学校に対

する点検・評価や学校長の求めに応じて御意見をいただく取組を行ってまいりました。 

 現在、学校だけでは解決できない課題が増えてきており、急速な少子高齢化、人口減少、Ｉ

ＣＴ化など、変化が激しく予測困難な時代を迎え、子供たちの健やかな成長のためには、学校

だけでなく地域や家庭が一緒になって課題を解決していく仕組みが必要となってきています。

このような課題を解決していく有効なツールであるのが学校運営協議会です。学校運営協議会

は、これまでの取組を一歩進めるものとして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改

正により導入されたもので、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めることで、地域全

体の活性化も期待されます。学校や子供が抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みを構築し、

質の高い学校教育の充実と生涯学習社会の実現を図ることを目的としています。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 学校だけでは本当に解決できない問題が増えてきていると思っており

ますし、また学校、地域、家庭が一緒になって解決していく仕組みが必要だと感じるところで

ございます。 

 次に、県下の導入状況について生涯学習課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 生涯学習課長。 

          （生涯学習課長 田村五鈴君自席） 

○生涯学習課長（田村五鈴君） お答えいたします。 

 コミュニティ・スクールの県下の導入状況ですが、本年１０月に県が取りまとめた状況調査

では、県下３４市町村中、１校も導入されていない市町村が７市町村で、県下の設置校導入率

は３７.９％となっています。県が定める第３期教育基本計画において令和５年度までに実施

率１００％と目標を掲げ推進されており、未導入の７市町村や全校に導入されていない市町村
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についても、現在導入に向け取組が進められています。幡多地域では、本市と大月町が１校も

導入されておりませんが、大月町についても、来年度導入に向け取り組まれているとお聞きし

ており、令和４年度には幡多全市町村に導入される見込みであります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。 

 県下で７市町村が未導入で、幡多地域では本市と大月町が未導入であるということですが、

導入に向けてどのような取組を進めていくのか、生涯学習課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 生涯学習課長。 

          （生涯学習課長 田村五鈴君自席） 

○生涯学習課長（田村五鈴君） お答えいたします。 

 昨年度からコミュニティ・スクール導入に向け取り組んでおり、昨年度は全学校長に導入の

意向や導入時期などのヒアリングを実施した上で方針と導入計画を作成いたしました。また、

地域学校協働本部会議で学校長と委員への勉強会や各校の開かれた学校づくり推進委員会へ出

席し、制度の必要性や理解を深めていただくための説明会を実施いたしました。 

 今年度については、開かれた学校づくり推進委員会での説明会を継続しながら、１０月に各

学校から推薦いただいた委員で組織する準備委員会を立ち上げ、１１月に第１回目の準備委員

会を開催いたしました。 

 今後においては、先進地の学校長等を招聘し、実践事例等、先進的な取組についてお話をお

聞きする場を設けたり、市民の皆さんにも制度を知っていただくため、広報誌や市のホームペ

ージなどにより情報提供していきたいと考えており、令和４年度には円滑に導入できるよう準

備を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） どうもありがとうございます。 

 市民の皆さんに周知徹底して、広報誌や市のホームページで情報提供をしていき、令和４年

度に導入準備を進めていくということですが、学校運営協議会の委員や組織はどのように決め

ていくのか、生涯学習課長にお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 生涯学習課長。 

          （生涯学習課長 田村五鈴君自席） 
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○生涯学習課長（田村五鈴君） お答えいたします。 

 学校運営協議会の委員や組織については、教育委員会が定める学校運営協議会規則に基づき

編成されます。まず委員については、定数と任期、対象者を定めており、本市の場合は、定数

は学校長と協議の上、各学校の協議会ごとに教育委員会が別に定めることとしており、任期は

１年です。対象者は、保護者、地域住民、学校の運営に資する活動を行う者、学校長、教職員、

そのほか教育委員会が必要と認めた者と定めております。この対象者の中から学校長に推薦い

ただき、教育委員会が任命いたします。 

 組織の条件は、教育委員会が任命した委員により構成することとしておりますが、既存の開

かれた学校づくり推進委員会の仕組みをベースとして学校運営協議会の組織を構成するなど、

各学校の実情に応じて特色ある取組を進めていくことになります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 今ある学校づくり推進委員会をベースに特色ある取組を進めていくと

いうことで、いい組織構成になるようお願いいたします。生涯学習課長ありがとうございまし

た。 

 最後に、教育長にお伺いいたします。コミュニティ・スクールを導入することによって期待

される効果と教育委員会の関わり、担うべき役割をどのように捉えているのか、教育長にお伺

いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 教育長。 

          （教育長 岡﨑哲也君自席） 

○教育長（岡﨑哲也君） お答えをいたします。 

 コミュニティ・スクールを導入することで、学校を核としたコミュニティーづくりに有効で

あると考えています。議員もおっしゃられましたけど、学校、保護者、地域の皆さんの思いや

考えが教育の場に集まり、地域に根差した特色ある学校づくりが進むことで、安心して子育て

や子供たちの見守り、成長への支援ができるようになることが大切であると考えています。そ

ういう意識や取組が市内全域に広がって、地域の人材を育て、文化を守り、地域づくりにつな

げていくことができるというふうに考えておりますし、期待される効果だというふうに考えて

います。 

 文部科学省のコミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議（第７回）が１１月

２２日に開催され、会議資料に、コミュニティ・スクール導入後の成果認識について載せてあ

りました。学校と地域が情報共有するようになった８９％、学校が地域に協力的になった
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８１.８％、特色ある学校づくりが進んだ８１.２％、子供の安心・安全な環境が確保された

７７％というふうに高い肯定的な回答となっているようでした。地域の教育力が上がった、地

域が活性化したという項目も半数以上が肯定的な回答となっているようです。このように、導

入することで期待される成果については、全国の調査と変わらない程度期待できるものである

と考えています。 

 教育委員会としての関わりと担う役割については、学校運営協議会に関わる校長の理解を進

めること、委員として適切な人材を確保すること、地域学校協働活動推進員のようなコーディ

ネーターの配置や地域学校協働本部との一体的な推進を図ることが重要であると捉えています。

特にコミュニティ・スクール担当コーディネーターの配置による伴走支援が学校運営協議会の

成果にも影響してくるというデータもありますので、適切なコーディネーターの配置も考えて

いきたいと考えています。 

 小・中・高で一貫したつながりのある教育活動として、総合的な学習の時間・探求の時間に

地域学習、ジオ学習、防災学習にも力を入れたいと考えていますので、コーディネーターの配

置については、その取組へ向けた役割も果たせ、教育の魅力化、清水の未来を創ることも可能

だと考えております。多くの皆さんに教育に関心を持っていただくことができる、そのように

期待できる効果も大きくなってくるんではないかというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ９番、細川博史君。 

          （９番 細川博史君発言席） 

○９番（細川博史君） 教育長どうもありがとうございました。 

 学校と地域の連携・協働に向けて大変有意義な取組であると思いますので、来年度導入に向

けてぜひとも取組を進めていただきたいと思います。 

 これで、私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（永野裕夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議は、これをもって延会することに決しました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 明１２月１５日午前１０時に再開いたします。お疲れさまでございました。 

          午後 ０時１２分   延  会 


